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(57)【要約】
【課題】単柱の基礎を回転により埋設する際の捩じ込み
力、及び管状基礎の沈下力に対する抵抗を発揮し、また
ブラケットのリブプレート頂部付近での応力集中を緩和
し、溶接による疲労亀裂の発生を防止し、さらにブラケ
ットのボルト位置調整を柱体径の大さに対応して調整可
能とした沈下防止機能を有する回転管状基礎を提供する
。
【解決手段】回転により埋設する管状基礎１の先端に先
端翼２が固設され、該先端翼は板部材を略一巻の螺旋形
状に形成してなる螺旋状板３からなり、該螺旋状板の一
部が管状基礎１の先端から突出する一方、該螺旋状板の
他の部分が管状基礎の内周に接した状態で固設され、螺
旋状板３の始端４ａと終端４ｂとが螺旋状板の外側に固
設された板部片６で連結され、該板部片を延長してなる
掘削刃８の他に一つ又は複数の掘削刃が螺旋状板の外周
に固設され、これらの掘削刃全体の外径が管状基礎の管
径と同様の外径をなすように形成されたものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
回転することにより地中に埋設する管状基礎の先端に先端翼が固設され、該先端翼は板部
材を略一巻の螺旋形状に形成してなる螺旋状板からなり、該螺旋状板の一部が前記管状基
礎の先端から突出する一方、該螺旋状板の他の部分が前記管状基礎の内周に接した状態で
固設され、さらに前記螺旋状板の始端と終端とが前記螺旋状板の外側に固設された板部片
で連結されると共に、該板部片を前記管状基礎の先端から突出するように延長してなる掘
削刃の他に一つ又は複数の掘削刃が前記螺旋状板の外周に固設され、これらの掘削刃全体
の外径が前記管状基礎の管径と同様の外径をなすように形成されていることを特徴とする
沈下防止機能を有する回転管状基礎。
【請求項２】
前記先端翼を構成する螺旋状板の中心に細管からなるセンター突起が前記管状基礎の先端
から突出した状態に固設され、該センター突起の先端が平状に潰された形状をなすことを
特徴とする請求項１記載の沈下防止機能を有する回転管状基礎。
【請求項３】
前記先端翼は鋳物で一体成形されてなることを特徴とする請求項１又は２記載の沈下防止
機能を有する回転管状基礎。
【請求項４】
前記管状基礎の外周上端に複数のブラケットが固設され、夫々のブラケットは前記管状基
礎の外周上端に沿って固設される垂直プレートと、該垂直プレートの上端に沿って水平方
向に張り出した水平プレートと、該水平プレートに対してＴ字形の垂下部をなすリブプレ
ートとからなり、前記水平プレートに設けられたボルト穴にネジ部を上方に向けて挿着さ
れるボルトの頭部を収容するボルト溝が前記リブプレートの上端に形成されたことを特徴
とする請求項１、２又は３記載の沈下防止機能を有する回転管状基礎。
【請求項５】
前記ブラケットは鋳物で一体成形されてなることを特徴とする請求項１、２、３又は４記
載の沈下防止機能を有する回転管状基礎。
【請求項６】
前記水平プレートには前記管状基礎の半径方向に長尺に形成されたボルト穴が設けられる
と共に、前記リブプレートに設けられたボルト溝は前記水平プレートのボルト穴に挿通し
たボルトの頭部が抜け出さない深さを有し、前記ブラケットを前記管状基礎の外周上端に
固定する前に、前記ボルトを前記水平プレートのボルト穴の開放側から挿通した状態で前
記ブラケットを前記管状基礎の外周上端に固設するようにしたことを特徴とする請求項１
、２、３、４又は５記載の沈下防止機能を有する回転管状基礎。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明灯柱等の単柱の基礎をオーガ等の回転によって土中に埋設する回転管状
基礎に係り、沈下力に対して抵抗する支持力を発揮し得るように沈下防止機能を有する回
転管状基礎に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、照明灯柱等に用いる単柱の基礎構造としては、特許文献１に「管状基礎」として
開示されたものがある。この基礎は、図７（ａ）又は(ｂ)に示すように、管体３０の先端
部の内面に２枚の半楕円形底板部片３１ａ、３１ｂの上半分を固設すると共に、２枚の半
楕円形底板部片３１ａ、３１ｂの下半分を管体３０の先端部から離間させた状態で各半楕
円形底板部片３１ａ、３１ｂを交叉形態に配設したものである。
【０００３】
　ところが、この管状基礎の構造は、半楕円形底板部片３１ａ、３１ｂが平板よりなるた
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め、管体３０をオーガ等で回転することにより地中に埋設する際の捩じ込み力の点で改善
する余地があった。
【０００４】
　また、図８（ａ）又は(ｂ)に示すように、特許文献２に開示された「打込杭基礎構造」
において、各独立基礎は地中に打ち込む鋼管杭３２と該鋼管杭３２の上端外周に固設され
たブラケット３３、３３…にボルト締結するスライドプレート（不図示）とを有するもの
である。
【０００５】
　このような構造において、各ブラケット３３は１枚の水平プレート３５と２枚のリブプ
レート３６ａ、３６ｂからなるコ字形をなして形成され、夫々のブラケット３３、３３…
に接続するボルト３７は水平プレート３５に形成された円弧穴３５ａにボルト３７のネジ
部を上方に向けて挿通するようにしている。
【０００６】
　ところが、このような打込杭基礎構造は、各水平プレート３５の円弧穴３５ａに下方か
ら挿通したボルト３７の頭部３７ａを下方から支持する部材が存在する構造ではないため
、ボルト３７の挿入作業又は交換作業の際にボルト３７が落下するという不都合があった
。
【０００７】
　また、特許文献２のブラケット３３を鋼管杭３２の上端外周に溶接で接合する場合、ブ
ラケット３３が１枚の水平プレート３５と２枚のリブプレート３６ａ、３６ｂからなるコ
字形をなすため、溶接箇所が多く、溶接加工コストが高騰し、また溶接作業に手間を要す
るという不都合があった。さらに、ブラケット３３が上記のコ字形をなすため、重量が大
になるという不都合があった。
【０００８】
　さらに、図４(ａ)、(ｂ)に示す従来のフランジ構造は、管状基礎４０の上端に１枚のベ
ースプレート４１を固設し、このベースプレート４１の下部を複数のリブプレート４２で
支持すると共に、ベースプレート４１には、リブプレート４２の上方に対応する位置に立
設されたネジ棒４３が埋め込まれた構造とされている。このような構造においては、ベー
スプレート４１が１枚の鋼板からなるため、重量が大となり、またネジ棒４３の位置調整
ができないため、管状基礎４０の上部に接続する柱体径の大きさの変化に対応することが
できないという不都合があった。
【０００９】
　また、上記の従来のフランジ構造は、１枚のリブプレート４２が直接管状基礎４０に溶
接された構造とされているため、管状基礎４０に曲げ荷重が加わったとき、リブプレート
頂部４２ａにより管状基礎４０の側面に応力が集中するために、リブプレー４２を溶接し
た場合は、リブプレート頂部４２ａの溶接付近で疲労亀裂が発生することが知られている
。
【特許文献１】特開２００２－３３２６３５号公報
【特許文献２】特開２００４－０１１２８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記の事情に鑑みて成されたもので、照明灯柱等の単柱の基礎をオーガ等で
回転することにより地中に埋設する際の捩じ込み力を効率的に発揮すると共に、埋設状態
における管状基礎の沈下力に対する抵抗を十分に発揮し得る沈下防止機能を有する回転管
状基礎を提供することを目的とする。
【００１１】
　また、本発明は、管状基礎に取付けるブラケットの構造を軽量化すると共に、取付け作
業を簡単にし、またブラケットのリブプレート頂部付近での応力集中を緩和し、溶接によ
る疲労亀裂の発生を防止する構造とし、さらにブラケットに設けるボルトの位置調整を柱
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体径の大さに対応して径の拡大縮小方向に調整可能とした沈下防止機能を有する回転管状
基礎を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の目的を達成するために、本発明による請求項１の沈下防止機能を有する回転管状
基礎は、回転することにより地中に埋設する管状基礎の先端に先端翼が固設され、該先端
翼は板部材を略一巻の螺旋形状に形成してなる螺旋状板からなり、該螺旋状板の一部が前
記管状基礎の先端から突出する一方、該螺旋状板の他の部分が前記管状基礎の内周に接し
た状態で固設され、さらに前記螺旋状板の始端と終端とが前記螺旋状板の外側に固設され
た板部片で連結されると共に、該板部片を前記管状基礎の先端から突出するように延長し
てなる掘削刃の他に一つ又は複数の掘削刃が前記螺旋状板の外周に固設され、これらの掘
削刃全体の外径が前記管状基礎の管径と同様の外径をなすように形成されていることを特
徴とする。
【００１３】
　また、本発明による請求項２の沈下防止機能を有する回転管状基礎は、請求項１におい
て、前記先端翼を構成する螺旋状板の中心に細管からなるセンター突起が前記管状基礎の
先端から突出した状態に固設され、該センター突起の先端が平状に潰された形状をなすこ
とを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明による請求項３の沈下防止機能を有する回転管状基礎は、請求項１又は２
において、前記先端翼は鋳物で一体成形されてなることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明による請求項４の沈下防止機能を有する回転管状基礎は、請求項１、２又
は３において、前記管状基礎の外周上端に複数のブラケットが固設され、夫々のブラケッ
トは前記管状基礎の外周上端に沿って固設される垂直プレートと、該垂直プレートの上端
に沿って水平方向に張り出した水平プレートと、該水平プレートに対してＴ字形の垂下部
をなすリブプレートとからなり、前記水平プレートに設けられたボルト穴にネジ部を上方
に向けて挿着されるボルトの頭部を収容するボルト溝が前記リブプレートの上端に形成さ
れたことを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明による請求項５の沈下防止機能を有する回転管状基礎は、請求項１、２、
３又は４において、前記ブラケットは鋳物で一体成形されてなることを特徴とする。
【００１７】
　さらに、本発明による請求項６の沈下防止機能を有する回転管状基礎は、請求項１、２
、３、４又は５において、前記水平プレートには前記管状基礎の半径方向に長尺に形成さ
れたボルト穴が設けられると共に、前記リブプレートに設けられたボルト溝は前記水平プ
レートのボルト穴に挿通したボルトの頭部が抜け出さない深さを有し、前記ブラケットを
前記管状基礎の外周上端に固定する前に、前記ボルトを前記水平プレートのボルト穴の開
放側から挿通した状態で前記ブラケットを前記管状基礎の外周上端に固設するようにした
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の沈下防止機能を有する回転管状基礎によれば、先端翼を備えた管状基礎を地中
に埋設した状態において、この管状基礎の先端には板部材を略一巻してなる螺旋状板が設
けられているため、回転する螺旋状板が地中に捩じ切るように食い込むことにより、管状
基礎の回転力を鉛直方向に変える推進力が効果的に発揮され、さらに管状基礎の先端部の
平面投影では開口する部分がなく、十分な閉塞効果が期待でき、管状基礎の全体の面積に
相当した沈下力に抵抗する強力な支持力を発揮することが可能となる。
【００１９】
　また、先端翼を構成する螺旋状板の外周に複数の掘削刃が設けられているため、管状基
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礎をオーガ等で回転して地中に埋設する際、複数の掘削刃が回転して地中に掘削穴を形成
するが、この掘削穴と管状基礎の外径とが略一致することによって、掘削穴内における管
状基礎の外周に隙間がない状態で埋設され、管状基礎にガタがない敷設状態とすることが
可能となる。
【００２０】
　さらに、上記の構成において、先端翼を構成する螺旋状板の中心に細管からなるセンタ
ー突起が管状基礎の先端から突出した状態に固設され、センター突起の先端が平状に潰さ
れた形状をなすことにより、管状基礎を回転しながら地中に埋設する際、上記のように複
数の掘削刃が掘削穴の外周を掘削する一方で、センター突起の潰された形状を有する先端
が掘削穴の中心を掘削して土壌をほぐし、上記のように回転する螺旋状板が地中に捩じ切
るように食い込む作業を効率よく推進し、螺旋形状に沿って管状基礎内の上方へと送る作
業をスムーズに推進することが可能となる。
【００２１】
　さらに、上記の構成において、管状基礎の外周上端に複数のブラケットが固設され、夫
々のブラケットが垂直プレートと水平プレートとリブプレートからなるＴ字形をなし、従
来のコ字形のブラケットに比べて軽量であって、取付け作業時の溶接の手間も大幅に省略
することができ、製造コスト或いは作業コストの削減を図ることができる。また、このブ
ラケットを鋳物で一体成形することにより、製造コストをさらに削減することが可能とな
る。
【００２２】
　また、本発明における夫々のブラケットは垂直プレートを有し、この垂直プレートの内
側面全体が管状基礎の外周に当接した状態で固設されるため、図４（ａ）、(ｂ)に示す従
来のフランジ構造においてリブプレート頂部付近に生じる応力集中の問題、さらにはリブ
プレート頂部の溶接部付近に生じる疲労亀裂の問題等を解消することが可能となる。
【００２３】
　さらに、夫々のブラケットに設けられた水平プレートには管状基礎の半径方向に長尺に
形成されたボルト穴が設けられると共に、該ボルト穴にネジ部を上方に向けて挿着される
ボルトの頭部を収容するボルト溝がリブプレートの上端に形成されているため、管状基礎
の上部に連結する柱体を固定するボルトの位置調整を柱体径の大さに対応して径の拡大縮
小方向に調整可能とすることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施例について説明する。
【実施例１】
【００２５】
　本実施例の沈下防止機能を有する回転管状基礎１は、図１に示すように、オーガ等を用
いて回転することにより地中に埋設するように外形が管状に形成された鋼管等から形成さ
れている。このような管状基礎１の先端に設けられた先端翼２は、図２（ａ）又は(ｂ)に
示すように、鋼板等の板部材を略一巻の螺旋形状に形成してなる螺旋状板３から構成され
、該螺旋状板３の一部が管状基礎１の先端から突出する一方、該螺旋状板３の他の部分が
管状基礎１の内周に接した状態で固設されている。
【００２６】
　このような構成においては、板部材を螺旋形状に一巻してなる螺旋状板３の先端を始端
４ａとし、また後端を終端４ｂとし、螺旋状板３の平面投影では、始端４ａと終端４ｂが
一致した状態となるのではなく、始端４ａ付近と終端４ｂ付近に互いにオーバーラップす
る部位（図２（ａ）の２点鎖線で示す部位）５ａ、５ｂが生じる程度に巻かれた状態とさ
れている。
【００２７】
　なお、上記のオーバーラップする部位５ａ、５ｂが広すぎると材料に無駄が生じるため
、本発明の目的の一つである螺旋状板３が沈下力に対して効率的に抵抗する支持力を発揮
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するには、少なくとも始端４ａと終端４ｂが一致した構成とするのが望ましい。
【００２８】
　ただし、本実施例においては、上記のオーバーラップする部位５ａ、５ｂの外周を板部
片６の固設幅として利用している。即ち、螺旋状板３の始端４ａと終端４ｂとが螺旋状板
３の外周に固設された板部片６で連結固定された構成により、始端４ａと終端４ｂとは上
下に離間した開口部７を有する形状となる。このような構成において、板部片６は螺旋状
板３の始端４ａと終端４ｂとの開口部７の開口幅Ｌ３（図２(ｂ)参照）を所定幅に保つよ
うにされている。
【００２９】
　また、上記の板部片６は、管状基礎１の先端から突出するように延長してなる掘削刃８
として形成され、この長尺の掘削刃８と対を成す他の短尺の掘削刃９が螺旋状板３の外周
の対向位置にて固設されている。ただし、本実施例の両方の掘削刃８、９の長さ、或いは
掘削刃を複数設けた場合の各掘削刃の長さは、管状基礎１の先方へ同様の長さで突出する
長さとするほか、夫々の掘削刃の長さを変えることによって、掘削効果を調整するように
してもよい。
【００３０】
　また、図２(ｂ)に示すように、上記の対をなす２枚の掘削刃８、９が管状基礎１の管径
と同様の外径をなすように、夫々の掘削刃８、９の下端付近が互いに管状基礎１の外周方
向へやや屈曲するように形成され、これによって管状基礎１の管径Ｌ１と対をなす２枚の
掘削刃８、９の外径Ｌ２とが略一致するものとされている。なお、本実施例においては、
上記のように螺旋状板３の外周に対をなす２つの掘削刃８、９が設けられた構成とされて
いるが、板部片６を延長してなる掘削刃８の他に一つ又は複数の掘削刃を設けた構成とし
てもよい。この場合も、複数の掘削刃全体の外径が管状基礎１の管径Ｌ１と同様の外径を
なすように形成する。
【００３１】
　このような構造により、管状基礎１をオーガ等で回転して地中に埋設する際、まず２枚
の掘削刃８、９が回転して地中に掘削穴を形成するが、この掘削穴と管状基礎１の外径と
が略一致することによって、掘削穴内における管状基礎１はその外周に隙間がない状態で
埋設されるため、管状基礎１にガタが生じない敷設状態となる。
【００３２】
　さらに、本実施例の先端翼２をなす螺旋状板３は、上記のように該螺旋状板３の一部が
管状基礎１の先端から突出する一方、該螺旋状板３の他の部分が管状基礎１の内周に接し
た状態で固設されている。本実施例においては、図２(ｂ)に示すように、螺旋状板３の全
体高さの上半分の外周を管状基礎１の先端側の内周に内接した状態にして溶接、ボルト又
はリベット等で固設するようにし、残りの下半分を管状基礎１の先端から先方に露出した
ものとしている。
【００３３】
　このような構造により、管状基礎１をオーガ等で回転しつつ地中に埋設する際、まず上
記のように一対の掘削刃８、９で掘削穴の外周をほぐすように形成し、次いで回転する螺
旋状板３が地中に捩じ切るように食い込むことにより、管状基礎１の回転力を鉛直方向に
変える推進力が効果的に発揮される。また、上記のように一対の掘削刃８、９で掘削穴の
外周がほぐされると共に、回転する螺旋状板３によって捩じ切られた土壌は、開口部７か
らスムーズに入り、螺旋状板３に沿って管状基礎１内の上方へと送られる。
【００３４】
　さらに、上記の構成においては、先端翼２を構成する螺旋状板３の中心に細管からなる
センター突起１０が管状基礎１の先端から突出した状態に溶接で固設され、該センター突
起１０の先端が平状に潰された形状１０ａをなすように構成してもよい。このような構成
により、管状基礎１を回転しながら地中に埋設する際、上記のように一対の掘削刃８、９
が掘削穴の外周を掘削する一方で、センター突起１０の潰された形状１０ａを有する先端
が掘削穴の中心を掘削して土壌をほぐし、上記のように回転する螺旋状板３が地中に捩じ
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切るように食い込む作業を効率よく推進する。また、捩じ切られた土壌が開口部７から入
り、螺旋形状に沿って管状基礎１内の上方へと送る作業をスムーズに遂行することが可能
となる。
【００３５】
　さらに、本実施例においては、図３（ａ）又は(ｂ)に示すように、先端翼２の構造をセ
ンター突起１０のない構造としてもよい。このような構成によれば、図２のセンター突起
１０が設けられていない分、製造コストと手間が省けるが、掘削の効率は、上記で説明し
たセンター突起１０以外の構成から奏される効果を発揮することが可能である。
【００３６】
　また、上記のように構成された先端翼２は、センター突起１０を設けた場合でも、セン
ター突起１０を設けない場合でも、鋳物で一体成形することが可能であり、製造コストを
削減することが可能となる。
【００３７】
　また、上記のように板部材を略一巻してなる螺旋状板３が設けられているため、先端翼
２を備えた管状基礎１を地中に埋設した状態において、管状基礎１の先端部の平面投影で
は開口する部分がなく、十分な閉塞効果が期待でき、管状基礎１の全体の面積に相当した
沈下力に抵抗する強力な支持力を発揮することが可能となる。
【００３８】
　さらに、図４(ｃ)に示すように、本実施例の管状基礎１の外周上端には複数のブラケッ
ト１１が固設されている。このブラケット１１は管状基礎１の外周上端に沿って固設され
る垂直プレート１２と、該垂直プレート１２の上端に沿って水平方向に張り出した水平プ
レート１３と、該水平プレート１３に対してＴ字形の垂下部をなすリブプレート１４とか
ら構成されている。このようなブラケット１１を管状基礎１の外周上端に固設するには、
溶接、ボルト又はリベット等で行うことが可能である。
【００３９】
　このようなブラケット１１は、夫々の部材を溶接で接合してもよいが、鋳物で一体成形
することにより、製造コストを削減することが可能となる。さらに、垂直プレート１２、
或いはリブプレート１４の形状を必要強度が確保される範囲内で側部を傾斜状に形成した
三角形状のようにすることによって、リブプレート頂部１４ａに係る応力を緩和すること
ができる。また、このようなリブプレート１４の形状によって、軽量化を図り、材料コス
トの低減を実現することが可能となる。
【００４０】
　また、上記の本実施例のブラケット１１と図４（ａ）、(ｂ)に示す従来のフランジ構造
とを比較すると、図４(ｃ)に示す本実施例のブラケット１１における四方の２点鎖線で示
す斜線部分２２、２２…を除いた部位が本実施例の水平プレートの占める部分となり、従
来のフランジ構造において使用されていたベースプレートに比べて、広い面積に渡って材
料を削減することができ、軽量化及び材料コストの低減を図ることが可能となる。
【００４１】
　さらに、本実施例のブラケット１１と図４（ａ）、(ｂ)に示す従来のフランジ構造とを
比較すると、本実施例の各ブラケット１１は垂直プレート１２を有し、この垂直プレート
１２が管状基礎１の外周に当接した状態で固設されるため、各ブラケット１１に作用する
荷重を垂直プレート１２の面全体で支持することが可能となり、図４（ａ）、(ｂ)に示す
従来のフランジ構造において問題となっていたリブプレート頂部４２ａ付近に生じる応力
集中の問題、さらにはリブプレート頂部４２ａの溶接部付近に生じる疲労亀裂の問題等を
解消することが可能となる。
【００４２】
　また、本実施例のブラケット１１と特許文献２のブラケット構造とを比較すると、図８
に示す特許文献２のブラケット構造が２枚のリブプレートを使用しているのに対して、本
実施例では１枚のリブプレートを使用しているため、その分軽量化を実現し、溶接箇所の
無駄を省くことができるため、材料コストの低減を図ることが可能となる。
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【００４３】
　さらに、本実施例のブラケット１１において、水平プレート１３には管状基礎１の半径
方向に長尺に形成されたボルト穴１５が設けられている。このボルト穴１５は管状基礎１
の外周側に開放され、さらにこのボルト穴１５にネジ部を上方に向けて挿着されるボルト
１７の頭部１７ａを収容するためのボルト溝１６がリブプレート１４の上端に形成されて
いる。このボルト溝１６は、上記の水平プレート１３のボルト穴１５と同様の横幅を有し
、水平プレート１３のボルト穴１５に挿着したボルト１７の頭部１７ａをリブプレート１
４のボルト溝１６内に収納して、管状基礎１の半径方向に移動することを可能とするもの
である。また、上記のブラケット１１の中央には上方に開放された凹溝１８が垂直プレー
ト１２の上端に形成されている。このような構成により、管状基礎１の上部に連結する柱
体（不図示）を固定するボルト１７の位置調整を柱体径の大さに対応して径の拡大縮小方
向に調整可能とすることが可能となる。
【００４４】
　上記の構成において、図５（ａ）、(ｂ)に示すように、リブプレート１４に設けられた
ボルト溝１６は水平プレート１３のボルト穴１５に挿通したボルト１７の頭部１７ａが抜
け出さない深さを有するものとしている。この場合、ブラケット１１を管状基礎１の外周
上端に固定する前に、ボルト１７を水平プレート１３のボルト穴１５の開放側１５ａ（図
５(ｃ)参照）から挿通した状態にし、この状態でブラケット１１を管状基礎１の外周上端
に固設することにより、ボルト１７は水平プレート１３のボルト穴１５に沿って移動可能
であるが、ボルト穴１５から抜け出ない取付け状態となる。
【００４５】
　また、図６(ｂ)、(ｃ)に示すように、リブプレート１４に設けられたボルト溝１６は水
平プレート１３のボルト穴１５に挿通したボルト１７の頭部１７ａが抜け出る深さを有す
る構成とすることも可能である。このため、リブプレート１４に形成されたボルト溝１６
’を図５（ａ）、(ｂ)に示すボルト溝１６よりも深い溝深さとし、図６（ａ）に示すよう
に、ボルト１７のネジ部１７ｂを傾けた状態でボルト穴１５の下方から挿通し、図６(ｂ)
に示すように、ボルト１７の頭部をボルト溝１６’内に収容する。また、ボルト１７を交
換する際は、ボルト１７を斜めにし、ボルト１７の頭部１７ａをリブプレート１４のボル
ト溝１６から抜き出した後、ネジ部１７ｂをボルト穴１５から取り出すようにする。
【００４６】
　上記のように構成された管状基礎１を地中に埋設するには、施工現場に移動させた穴堀
建柱車のオーガ（不図示）に、管状基礎１に固設した回転工具（不図示）を固定し、オー
ガを押圧しながら回転して管状基礎１を地中の規定深度まで進入させる。ついで、回転工
具を取り外してオーガを抜き、管状基礎１の内部を残土で充填する。
【００４７】
　さらに、図４(ｄ)に示すように、各部ブラケット１１のボルト１７に水平位置調整用ナ
ット１９を嵌合して柱体のフランジ２０が水平になるように位置決めし、管状基礎１の上
部に連結すべき柱体のフランジ２０のボルト穴にブラケット１１のボルト１７を通して、
固定ナット２１で固定する。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明の沈下防止機能を有する回転管状基礎は、照明灯柱等の単柱の基礎をオーガ等で
回転することにより地中に埋設する際の捩じ込み力を効率的に発揮すると共に、埋設状態
における管状基礎の沈下力に対する抵抗を十分に発揮し得る沈下防止機能を有する回転管
状基礎であって、該回転管状基礎の上部に連結する柱体を支持及び固定するブラケットに
設けるボルトの位置調整を柱体径の大さに対応して径の拡大縮小方向に調整可能とした沈
下防止機能を有する回転管状基礎として利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明による管状基礎を示す斜視図である。
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【図２】(ａ)は本発明による管状基礎の先端に設けられた先端翼を示す斜視図であり、(
ｂ)はその側面図である。
【図３】(ａ)は本発明による管状基礎の先端に設けられた先端翼の他の実施例を示す斜視
図であり、(ｂ)はその側面図である。
【図４】(ａ)は従来のフランジ構造を示す上面図であり、(ｂ)は側面図である。(ｃ)は本
発明によるブラケット構造を示す平面図であり、(ｄ)は側面図である。
【図５】（ａ）は本発明による管状基礎のブラケット構造を示す正面図であり、(ｂ)は側
面図であり、(ｃ)は上面図である。
【図６】（ａ）、(ｂ)は本発明による管状基礎のブラケット構造の他の実施例を示す正面
図であり、(ｃ)は側面図である。
【図７】(ａ)は特許文献１の管状基礎の下端部に設けられた底板部片の斜視図であり、(
ｂ)は管状基礎の下端部の縦断面図である。
【図８】(ａ)は特許文献２の鋼管杭の側面図であり、(ｂ)はその上面図である。
【符号の説明】
【００５０】
１　回転管状基礎
２　先端翼
３　螺旋状板
４ａ　始端
４ｂ　終端
５ａ、５ｂ　オーバーラップする部位
６　板部片
７　開口部
８　長尺の掘削刃
９　短尺の掘削刃
１０　センター突起
１１　ブラケット
１２　垂直プレート
１３　水平プレート
１４　リブプレート
１４ａ　リブプレート頂部
１５　ボルト穴
１５ａ　ボルト穴の開放側
１６　ボルト溝
１６’　ボルト溝
１７　ボルト
１７ａ　ボルトの頭部
１７ｂ　ネジ部
１８　凹溝
１９　水平位置調整用ナット
２０　柱体のフランジ
２１　固定ナット
２２　斜線部分
Ｌ１　管状基礎１の管径
Ｌ２　対をなす２枚の掘削刃の外径
Ｌ３　開口部の開口幅
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